
（平成２２年７月７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認秋田地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

 

秋田厚生年金 事案 785 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人は、昭和 37 年８月１日から同年９月１日までの期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立人のＡ株式会社Ｂ出張所における資格取得日に係る記録

を 37 年８月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万 4,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

２ また、申立人は、昭和 38 年 10 月１日から 39 年２月１日までの期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ株式会社における資格取得日に係る記録

を 38 年 10 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万 6,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年７月 22 日から同年８月１日まで 

          ② 昭和 37 年８月１日から同年９月１日まで 

          ③ 昭和 38 年 10 月１日から 39 年２月１日まで 

    私は、Ｃ株式会社には、Ａ株式会社Ｂ出張所に転職する前日の昭和

37 年７月末日まで勤務していたはずであるが、厚生年金保険の加入記

録では同年７月 22 日までしかない。 

    また、Ａ株式会社Ｂ出張所には、昭和 37 年８月１日から勤務したが、

厚生年金保険の加入記録は同年９月１日からしかなく、退職するまで

継続して勤務したが、Ｄ工事の経理事務をした期間のうち、38 年 10 月

１日から 39 年２月１日までの期間の加入記録が無い。 

申立期間①から③までについて、厚生年金保険に加入していたこと

を認めてほしい。 

 



                      

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ Ａ株式会社本社が保管する退職者一覧表及び雇用保険の記録並びに同

僚の証言から、申立人が申立期間②において同社Ｂ出張所に勤務して

いたことが認められる。 

  また、Ａ株式会社本社では、当時の同社Ｂ出張所における厚生年金保

険の資格取得について、資料が無く不明であるとしているが、同社Ｂ出

張所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、連絡の取れた者の

うち８人は、昭和 30 年代に転職により同社Ｂ出張所に勤務したと回答

しており、「自分のＡ株式会社Ｂ出張所における就職日と厚生年金保険

の被保険者資格取得日は一致している。」、「自分以外でもＡ株式会社

Ｂ出張所に勤務した者で試用期間があったとは聞いたことがない。」と

証言している。 

  さらに、上記同僚のうち、厚生年金保険の加入記録が確認できた６人

について、雇用保険及び厚生年金保険の資格取得日は一致していること

が確認できる。 

  これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

  また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社Ｂ

出張所における昭和 37 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、

１万 4,000 円とすることが妥当である。 

  なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は納付したと主張するが、これを確認できる関連資

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

  ２ Ａ株式会社本社が保管する退職者一覧表及び雇用保険の記録並びに同

僚の証言から判断すると、申立人は、Ａ株式会社に継続して勤務し

（昭和 38 年 10 月１日に同社Ｂ出張所から同社本社（勤務地は、Ｄ工

事現場）に異動）、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

    また、申立期間③の標準報酬月額については、Ａ株式会社本社におけ

る昭和 39 年２月の社会保険事務所の記録から、１万 6,000 円とするこ

とが妥当である。 

  なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は納付したと主張するが、これを確認できる関連資

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、



                      

  

 

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

  ３ 一方、申立期間①について、申立人は、「Ｃ株式会社における厚生年

金保険の記録では、被保険者資格の喪失日は、昭和 37 年７月 22 日と

なっているが、同年７月 31 日まで勤務した。」と主張するところ、複

数の同僚から聴取したが、申立人が同年７月 31 日まで勤務していたこ

とが確認できる証言は得られなかった。 

また、申立人が記憶する同僚４人の厚生年金保険被保険者資格の喪

失日は、いずれも 21 日であることが確認でき、当該同僚の中には、

「当時、給与締め日まで勤務して、辞める慣行があった。」と証言す

る者がいるところ、Ｃ株式会社では、「当社の現在の給与は、20 日締

めの 25 日支払いだが、当時のことは資料が無く不明である。」と回答

していることから、申立期間①における厚生年金保険の加入に係る取

扱いについて確認できない。 

さらに、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票を確認したと

ころ、昭和 37 年７月 29 日に健康保険被保険者証を返納した旨の記載

が確認できる。 

このほか、申立期間①について、厚生年金保険料が給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、控除されていたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 



                      

  

 

秋田厚生年金 事案 786 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 47 年４月５日に厚生年金保険被保険者資格を

取得し、50 年４月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に行ったと認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被

保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 47 年４月から同年９

月までを３万 9,000 円、47 年 10 月から 48 年８月までを５万 2,000 円、

48 年９月から 49 年９月までを６万 8,000 円、49 年 10 月から 50 年３月

までを８万 6,000 円とすることが妥当である。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月５日から 50 年４月１日まで 

私は、昭和 47 年４月５日にＡ株式会社に入社し、51 年１月 31 日ま

で勤務した。同社では、Ｂ部Ｃ課に所属し、子会社のＤ株式会社に係る

営業事務を担当していた。 

厚生年金保険の記録では、昭和 50 年４月１日からＡ株式会社での加

入記録があるが、入社当初から退職するまで同じ勤務条件であったので、

申立期間についても、厚生年金保険に加入していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が営業事務を担当していたとするＤ株式会社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者原票（以下「被保険者原票」という。）において、申

立人と同姓同名で、かつ、同一生年月日の基礎年金番号に未統合の被保険

者記録（資格取得日が昭和 47 年４月５日、資格喪失日が 50 年４月１日）

が確認できる。 

また、雇用保険の記録から、申立人は、Ｄ株式会社において昭和 47 年

４月５日に被保険者資格を取得し、50 年３月 31 日に離職していることが

確認できる。 

さらに、昭和 47 年 10 月１日から 49 年 12 月 21 日までの期間について、



                      

  

 

Ｄ株式会社において厚生年金保険被保険者期間が確認できる社員は、

「私は、Ａ株式会社Ｂ部Ｃ課において、Ｄ株式会社に係る営業事務を担

当しており、給与の支払いはＤ株式会社から受けていた。申立人は私の

先輩で、同じ仕事をしていた。」と証言している。 

これらを総合的に判断すると、前述の未統合記録は申立人の記録であ

ると認められ、事業主は、申立人が昭和 47 年４月５日に厚生年金保険被

保険者資格を取得した旨の届出、及び 50 年４月１日に資格を喪失した旨

の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、上記のＤ株式会社に係る被

保険者原票の記録から、昭和 47 年４月から同年９月までを３万 9,000 円、

47 年 10 月から 48 年８月までを５万 2,000 円、48 年９月から 49 年９月ま

でを６万 8,000 円、49 年 10 月から 50 年３月までを８万 6,000 円とする

ことが妥当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

 

秋田厚生年金 事案 789 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける被保険者

記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 37 年７月１日）及び資格

取得日（昭和 39 年３月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を、

37 年７月から同年９月までは２万 2,000 円、37 年 10 月から 38 年９月ま

では１万 6,000 円、38 年 10 月から 39 年２月までは１万 8,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37 年７月１日から 39 年３月１日まで 

私は、中学校を卒業したと同時に株式会社Ａに入社し、昭和 63 年ま

で仕事をしていた。 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入期間を照会したとこ

ろ、昭和 37 年６月１日に資格を取得し、同年７月１日に資格を喪失後、

39 年３月１日に資格を再取得しているが、申立期間については加入記

録が無いとの回答を得た。 

途中で退職することもなく、継続して株式会社Ａに勤務していたの

で、申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、株式会社Ａに

おいて昭和 37 年６月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年

７月１日に被保険者資格を喪失した後、39 年３月１日に、同社において

再度、被保険者資格を取得しており、申立期間の被保険者記録が無い。 

しかしながら、申立人の株式会社Ａにおける雇用保険の記録は、申立期

間も継続している上、申立人が記憶する複数の同僚は、「申立人は申立期



                      

  

 

間の前後を通じて継続して勤務し、業務内容及び勤務形態にも変更は無か

った。」と証言していることから、申立人が申立期間において、継続して

同社に勤務していたことが認められる。 

また、当時の事務担当者（後に、取締役に就任）は、「申立人は、先代

社長と師弟関係にあり、株式会社Ａを辞めて他の会社に行くことはなかっ

た。申立人に係る被保険者資格の喪失や、再取得の手続をした記憶は無い。

申立期間においても他の同僚と同様に、引き続き給与を支払い、厚生年金

保険料を控除していた。」と証言しているところ、申立人以外の同僚 14

人全員が、いずれも申立期間当時において厚生年金保険に加入しているこ

とが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同時期に採用さ

れた複数の同僚に係る社会保険事務所の記録から、昭和 37 年７月から同

年９月までは２万 2,000 円、37 年 10 月から 38 年９月までは１万 6,000

円、38 年 10 月から 39 年２月までは１万 8,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

株式会社Ａは既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、事

業主は既に亡くなっているため、事業主に確認することはできないが、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されてい

ないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録するとは考え難いこ

とから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の

届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 37

年７月から 39 年２月までの保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主

は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

 

秋田厚生年金 事案 790 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の標準報酬月額の記録については、申立期間のうち、昭和 48 年

２月から同年４月までの期間は５万 2,000 円、48 年９月から 49 年２月ま

での期間は６万円、49 年３月及び同年４月は６万 4,000 円、49 年８月か

ら同年 10 月までの期間は７万 6,000 円、50 年１月から同年３月までの期

間は９万 2,000 円、50 年７月から同年 12 月までの期間は９万 8,000 円、

51 年１月から同年９月までの期間は 11 万 8,000 円、52 年１月から同年３

月までの期間は 13 万 4,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年９月１日から 52 年４月１日まで 

    有限会社Ａにおいて厚生年金保険に加入していたが、ねんきん特別便

に記載されている申立期間の標準報酬月額が、給与明細書から確認でき

る給与月額と相違しているので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除して

いたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標

準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか

低い方の額を認定することとなる。 

  したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出され

た給与支払明細書の写しにより確認できる保険料控除額から、申立期間

のうち、昭和 48 年２月及び同年３月は５万 2,000 円、48 年 12 月及び

49 年１月は６万円、49 年２月は６万円、49 年３月及び同年４月は６万



                      

  

 

4,000 円、49 年８月から同年 10 月までの期間は７万 6,000 円、50 年１

月から同年３月までの期間は９万 2,000 円、50 年７月及び同年 10 月か

ら同年 12 月までの期間は９万 8,000 円、51 年１月及び同年７月は 11

万 8,000 円に訂正することが妥当である。 

 また、申立期間のうち、昭和 48 年４月、同年９月から同年 11 月まで

の期間、50 年８月、同年９月、51 年２月から同年６月までの期間、同

年８月、同年９月及び 52 年１月から同年３月までの期間については、

申立人は、給与支払明細書の写しを保管していないが、これらの前後の

期間に係る給与支払明細書の写しの給与支払額等から判断すると、前後

の期間の給与支払額及び保険料控除額と同額であり、これらの額に見合

う標準報酬月額は、オンライン記録から確認できる標準報酬月額より高

額であることが認められる。 

したがって、当該期間に係る標準報酬月額は、申立人が提出した当該

期間前後の給与支払明細書における保険料控除額から、48 年４月は５

万 2,000 円、48 年９月から同年 11 月までの期間は６万円、50 年８月及

び同年９月は９万 8,000 円、51 年２月から同年６月までの期間、51 年

８月及び同年９月は 11 万 8,000 円、52 年１月から同年３月までの期間

は 13 万 4,000 円に訂正することが妥当である。 

    なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は不明としているが、給与支払明細書において確認で

きる報酬月額及び保険料控除額に見合う標準報酬月額と、社会保険事務

所（当時）で記録されている標準報酬月額が、長期にわたって一致して

いないことから、事業主は、給与支払明細書で確認できる報酬月額及び

保険料控除額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会

保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

  ２ 一方、申立期間のうち、給与支払明細書の写しにより確認できる昭和

47 年９月、同年 10 月、48 年５月、同年６月、49 年５月から同年７月

までの期間、49 年 11 月、同年 12 月、50 年４月から同年６月までの期

間については、報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額が、オ

ンライン記録による標準報酬月額と同額、あるいは、オンライン記録に

よる標準報酬月額よりも低額であることから、特例法による保険給付の

対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

    また、申立期間のうち、申立人が給与支払明細書の写しを保管してい

ない昭和 47 年 11 月から 48 年１月までの期間、同年７月、同年８月及

び 51 年 10 月から同年 12 月までの期間についても、これらの前後の期

間に係る給与支払明細書の写しの給与支払額等から判断して、報酬月額

又は保険料控除額に見合う標準報酬月額が、オンライン記録による標準



                      

  

 

報酬月額と同額、あるいは、オンライン記録による標準報酬月額よりも

低額であることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、

あっせんは行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

 

秋田厚生年金 事案 791 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格喪失日

に係る記録を平成 10 年１月７日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 13

万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していたか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  平成９年 12 月 30 日から 10 年１月７日まで 

私は、平成９年４月にパートとしてＡ事業所に入社し、同年 11 月か

ら正社員となり、翌年１月まで勤務した。 

給与明細書から、平成９年 11 月分及び同年 12 月分の厚生年金保険

料が控除されていることが確認できるが、厚生年金保険の加入記録は、

同年 11 月１日から同年 12 月 30 日までの１か月分しかないので、申立

期間を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する給与明細書、Ａ事業所が保管する源泉徴収簿及び雇

用保険の記録から、申立人は、Ａ事業所に平成 10 年１月６日まで継続し

て勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が所持する平成９

年 12 月の給与明細書の厚生年金保険料控除額から、13 万 4,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、Ａ事業所では、「申立人の被保険者資格喪失日の

届出を誤って行った可能性が考えられる。」と回答しているが、これを

確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 



                      

  

 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連

資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

 

 



                      

  

 

秋田厚生年金 事案 787 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 47年 11月６日から 48年４月 16日まで 

          ② 昭和 49年 11月８日から 50年４月 15日まで 

          ③ 昭和 52年 11月８日から 53年４月 16日まで 

厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所（当時）に照会し

たところ、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。 

しかし、私は、Ａ公共職業安定所の紹介で出稼ぎに行き、所持して

いる出稼労働者手帳の記載内容からも、申立期間①についてはＢ株式

会社Ｃ事業所、申立期間②についてはＤ株式会社、申立期間③につい

てはＥ株式会社Ｆ工場に勤務したことが確認できるので、厚生年金保

険に加入していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、雇用保険の記録及び申立人が所持する出稼労働

者手帳の記載内容から、申立人はＢ株式会社Ｃ事業所に勤務していた

ことが確認できる。 

    しかしながら、Ｂ株式会社では、「当社が保管する厚生年金管理台帳

を確認したが、申立人の厚生年金保険の加入記録は無かった。」と回

答している。     

また、申立人が出稼ぎ労働者として一緒に勤務したと記憶する同僚

６人のうち、オンライン記録が確認できる３人についても、申立人と

同様に、Ｂ株式会社での雇用保険の加入記録はあるが、厚生年金保険

の加入記録は無いことが確認できる上、この中で、出稼ぎ労働者の取

りまとめ役をしていた同僚は、「私は、４回ほどＢ株式会社に出稼ぎ

に行ったが、一度目は厚生年金保険に加入し、ほかの３回については、

農業者年金に加入していることや給料の手取りが減ることを理由に加



                      

  

 

入を断った。」と証言しているところ、当該同僚について、同社での

厚生年金保険の加入期間は、昭和 45 年 11 月 11 日から 46 年４月 17 日

までの期間であり、その後は、国民年金及び農業者年金に加入してい

ることが確認でき、他の二人の同僚についても、申立期間①において、

国民年金に加入していることが確認できる。 

  さらに、申立人は、申立期間①当時、国民年金及び農業者年金に加入

し、それぞれ保険料を納付していることが確認できる。 

  加えて、Ｂ株式会社に係る厚生年金保険被保険者原票を確認したが、

申立期間①において、申立人の加入記録は無く、整理番号に欠番も見当

たらない。 

２ 申立期間②について、雇用保険の記録、申立人が所持する出稼労働者

手帳の記載内容及びＤ株式会社の回答から、申立人はＤ株式会社に勤務

していたことが確認できる。 

  しかしながら、Ｄ株式会社では、「当社が保管する社会保険被保険者

台帳を確認したところ、申立人は、厚生年金保険に加入していなかった。

当時の出稼ぎ労働者は 100 名ほどいたが、厚生年金保険に加入している

のは 20 名であり、当時は本人の希望があった場合に厚生年金保険に加

入させていた。」と回答している。 

また、申立人は、申立期間②当時、国民年金及び農業者年金に加入し、

それぞれ保険料を納付していることが確認できる。 

さらに、Ｄ株式会社に係る厚生年金保険被保険者名簿を確認したが、

申立期間②において、申立人の加入記録は無く、整理番号に欠番も見当

たらない。 

  ３ 申立期間③について、雇用保険の記録及び申立人が所持する出稼労働

者手帳の記載内容から、申立人はＥ株式会社Ｆ工場に勤務していたこと

が確認できる。 

    しかしながら、Ｅ株式会社では、「当社が保管する厚生年金台帳及び

健康保険組合のデータを確認したが、申立人の加入記録はどちらも無か

った。また、申立人が出稼ぎ労働者として一緒に勤務していたと記憶す

る同僚７人についても、加入記録は無かった。」と回答している。 

また、申立人が記憶する同僚７人のうち、聴取できた二人は、「当時、

厚生年金保険には加入していなかった。」、「人事担当者から、厚生年

金保険の加入について希望を聞かれたが、給料の手取りが減ることを理

由に断った。」と証言している。 

  さらに、申立人は、申立期間③当時、国民年金及び農業者年金に加入

し、それぞれ保険料を納付していることが確認できる。 

加えて、Ｅ株式会社Ｆ工場に係る厚生年金保険被保険者名簿を確認し

たが、申立期間③において申立人の加入記録は無く、整理番号に欠番も

見当たらない。 



                      

  

 

４ このほか、申立期間について、厚生年金保険料が給与から控除されて

いたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、控除されていたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

 

秋田厚生年金 事案 788 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者であったと認め

ることはできない。 

また、申立人は、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 51 年３月 26 日から 52 年９月 26 日まで 

          ② 昭和 56 年１月ごろから 58 年３月ごろまで 

    私は、専門学校を卒業後、Ａ区にあったＢ事業所に勤務した。専門学

校の紹介で働き始めたのだが、社会保険完備と言われたことを覚えて

おり、厚生年金保険に加入しているものと思っていたのに記録が無く、

納得できない。また、その後に勤務した、Ｃ区にあるＤ事業所での厚

生年金保険の加入記録も無く、おかしいと思うので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、雇用保険の記録及びＢ事業所の事業主の証言か

ら、申立人は同事業所に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ｂ事業所は、平成９年 12

月１日に厚生年金保険の適用事業所となっていることが確認でき、申立

期間①においては、厚生年金保険の適用事業所とはなっていないことが

確認できる。 

また、申立期間①当時、Ｂ事業所のようなサービス業（飲食店営業）

は、制度上、厚生年金保険の非適用業種となっており、厚生年金保険の

強制適用事業所ではないと認められる。 

さらに、Ｂ事業所の事業主は、「申立期間①当時は、個人経営の料理

店で、平成９年 12 月１日に厚生年金保険に加入するまでは、従業員は

雇用保険のみに加入させていた。」と証言しており、事業主が申立期間

①に任意適用事業所となるための申請を行ったことがうかがえる事情は



                      

  

 

見当たらない。 

  ２ 申立期間②について、Ｄ事業所の所長は、申立人が勤務していたこと

を記憶しておらず、申立人自身も当時の同僚等について記憶していない

ため、勤務実態について確認することができない。 

また、オンライン記録から、Ｄ事業所及び同事業所を経営するＥ株式

会社は、厚生年金保険の適用事業所とはなっていないことが確認できる。 

さらに、申立期間②当時からＤ事業所に勤務している現在の所長は、

「申立期間②当時から現在まで、Ｄ事業所は、厚生年金保険の適用事業

所とはなっていない。」と証言している。このほか、申立期間②の厚生

年金保険料が給与から控除されていたことを示す給与明細書等の資料は

無い。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間①において、厚生年金保険被保険者であったと認め

ることはできず、また、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期

間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

 

秋田厚生年金 事案 792 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者であった

と認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間③について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：      

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 39 年９月１日まで 

           ② 昭和 45 年８月 31 日から 46 年 11 月まで 

           ③ 昭和 46 年 11 月から 48 年９月 14 日まで 

申立期間①について、私は、中学校を卒業後、昭和 36 年４月から 39

年８月まで、Ａ都道府県のＢ駅前にあった個人経営の事業所のＣ事業

所に勤務した。 

申立期間②については、昭和 45 年５月１日に株式会社Ｄに入社し、

同年８月から 46 年 11 月まで、Ｅ国にあったＦ支社に配属となったが、

厚生年金保険の記録は、45 年５月１日から同年８月 31 日までの期間し

かない。 

申立期間③については、Ｅ国から帰国して間もない昭和 46 年 11 月

から 48 年９月まで、Ｇ区にあった株式会社Ｈに勤務した。 

申立期間①から③までについて、厚生年金保険の加入期間として認

めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、「勤務したＣ事業所は、個人経営の

事業所で、Ａ都道府県のＢ駅前にあった。」と主張するところ、オンラ

イン記録によれば、申立期間①において、当該事業所名の厚生年金保険

の適用事業所は無い。 

また、申立人が記憶しているＣ事業所の事業主の所在は不明であり、

申立人は、ほかに同僚の氏名を記憶していないため、申立期間①当時の

勤務実態等について確認できない。 



                      

  

 

さらに、申立期間①当時、Ｃ事業所のようなサービス業(飲食店営業)

は、制度上、厚生年金保険の非適用業種となっており、厚生年金保険の

強制適用事業所ではないと認められる上､事業主が当該期間において、任

意適用事業所となるための申請を行ったことがうかがえる事情も見当た

らない。 

申立期間②について、申立人は、「昭和 45 年５月１日に株式会社Ｄに

入社し、同年８月に､Ｅ国にあった同社直営店のＦ支社に配属になっ

た。」と主張するところ、申立人がＥ国において一緒に勤務したとする

申立人の元妻の証言から、申立人は、Ｅ国において勤務していたことが

推認できる。 

しかしながら、株式会社Ｄでは、「Ｅ国には、Ｆ支社は無く、Ｉ事業

所という店舗はあったが、当社の直営店ではなく、現地法人が経営して

いた。Ｉ事業所の従業員の厚生年金保険の加入については、資料が無く

不明である。」と回答している上、申立人も、「Ｅ国において勤務した

のはＩ事業所であった。」と述べており、海外の現地法人の事業所は、

厚生年金保険法の適用事業所とはなり得ないことから、申立人は申立期

間②当時において、厚生年金保険には加入していなかったことがうかが

える。 

また、申立人の元妻の、株式会社Ｄにおける厚生年金保険の加入記録

は、申立期間②より前の昭和 45 年５月１日から同年８月 12 日までの期

間以外にはなく、申立人がＩ事業所で勤務していたと記憶する二人の同

僚についても、株式会社Ｄにおける厚生年金保険の加入記録は無いこと

から、Ｉ事業所に勤務する者について、株式会社Ｄにおいて厚生年金保

険の加入を継続する取扱いがあったことをうかがわせる事情は見当たら

ない。 

申立期間③について、申立人は、「Ｇ区にあった株式会社Ｈに勤務し

ていた。」と主張するところ、オンライン記録によると、同社が厚生年

金保険の適用事業所であったことは確認できない上、法務局において法

人登記も確認できない。 

また、申立人が記憶している同社の専務は既に死亡しており、申立人

は他の同僚の氏名を記憶していないため、申立期間③当時の勤務実態等

について確認できない。 

さらに、申立期間③について、厚生年金保険料が給与から控除されて

いたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、控除されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間①及び②において、厚生年金保険被保険者であった

と認めることはできず、また、申立人が厚生年金保険被保険者として、

申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 



                      

  

 

秋田厚生年金 事案 793 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 55 年２月１日から同年 11 月１日まで 

私は、昭和 55 年２月１日からＡ市町村にあった有限会社Ｂに勤務し

ていたが、同年５月に仕事でけが（労働者災害補償保険適用）をした

ため、同年７月まで入院し、同年８月から同年 10 月までリハビリをし

て、同年 11 月１日から再度就労した。 

しかし、厚生年金保険の加入記録が、勤務した昭和 55 年２月からで

はなく、同年 11 月からとなっているので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 55 年２月１日から有限会社Ｂに勤務していた。」と

主張しているところ、同僚の証言から、申立人は、申立期間のうち、同年

４月下旬以降は同社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、雇用保険の記録によると、以前の勤務先であるＣ事業所

を昭和 55 年４月 17 日に離職している記録が確認できる上、上記同僚を含

む複数の同僚の証言からも、申立人が、申立期間のうち、55 年２月１日

から同年４月下旬までの期間において有限会社Ｂに勤務していた旨の証言

等は得られない。 

また、申立人と同日（昭和 55 年 11 月１日）に厚生年金保険の被保険者

資格を取得した同僚は、「私は、55 年５月ごろから勤務したが、当時は

試用期間があり、同年 11 月１日から厚生年金保険に加入した。」と証言

している上、別の同僚も、「59 年６月ごろから勤務し、60 年１月から厚

生年金保険に加入した。」と証言していることから、有限会社Ｂでは、入

社してから一定期間経過後に、社員を厚生年金保険に加入させる取扱いで

あったことがうかがえる。 

さらに、申立人及び上記の申立人と同日付けで厚生年金保険の被保険者



                      

  

 

資格を取得した同僚の雇用保険の記録は、厚生年金保険の記録と一致して

いることが確認できる。 

このほか、申立期間について、厚生年金保険料が給与から控除されてい

たことを確認できる給与明細書等の資料は無く、控除されていたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

 

秋田厚生年金 事案 794 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年４月から同年 12 月まで 

         ② 昭和 33 年４月から同年 12 月まで 

私は、昭和 28 年から毎年、Ａ事業所のＢ作業員として勤務していた。

申立期間①はＣ職として、Ｄ業務及びＥ業務に従事し、冬期間は失業保

険の給付を受けていた。また、申立期間②はＦ職として、Ｇ業務に従事

した。 

厚生年金保険には、昭和 29 年以降は、毎年加入していたと思ってい

たが、申立期間の加入記録が無いので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所が保管する人事記録から、申立人は、申立期間①及び②におい

て、Ａ事業所に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、申立期間①について、申立人は、「昭和 30 年 12 月まで、

Ｃ職として、同じ現場のＦ職のＤ業務及びＥ業務に従事した。」と述べて

いるところ、Ａ事業所管内の別の現場で、Ｃ職として勤務していたと記憶

する同僚一人についても、厚生年金保険の加入記録が無いことが確認でき

る。 

また、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認したが、

昭和 30 年度の資格取得者の中に申立人の記録は無く、健康保険番号に欠

番も見当たらない。 

なお、昭和 30 年度については、Ａ事業所では、Ｆ職についても昭和 30

年 12 月まで勤務し、冬期間において勤務していない者は、厚生年金保険

の加入記録が無いことが確認できる。 

申立期間②について、Ａ事業所における厚生年金保険の被保険者資格取

得者数の年度別推移をみると、申立人に係る厚生年金保険の加入記録があ



                      

  

 

る昭和 29 年度は 182 人、31 年度は 271 人、32 年度は 448 人、34 年度は

468 人となっていることが確認できる一方で、申立期間②の 33 年度は４

人のみであり、その中に、申立人及び申立人が記憶する同僚５人全員の記

録は無い。 

また、上記の昭和 33 年度に資格を取得した４人は、34 年度から共済組

合に加入していることが確認でき、このうち二人は、「試験に合格したが、

採用枠が無かったので、正式採用されるまでの臨時採用期間中であっ

た。」とし、他の二人は、「内勤職員であった。」としていることから、

Ａ事業所では、申立期間②を含む 33 年度当時、Ｂ作業員については、厚

生年金保険に加入させる取扱いをしなかったことがうかがえる。 

このほか、申立期間①及び②について、厚生年金保険料が給与から控除

されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、控除されていた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


